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最終処分場周辺住家水質検査業務委託 
仕  様  書 

 

１ 委託名称 

  最終処分場周辺住家水質検査業務委託 

 

２ 委託場所 

  千駄堀最終処分場跡地他２か所周辺住家 

（松戸市千駄堀・印西市松虫・松戸市日暮） 

 

３ 目 的 

本業務は一般廃棄物最終処分場の維持管理の一環として、近隣住民との覚書により周辺

住家の井戸水について一般飲料水水質検査を行い、地域環境の監視を行うものである。 

 

４ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 業務内容 

一般廃棄物最終処分場の周辺住家にて使用されている井戸水を採水・運搬・分析し、そ

の結果を報告する。 

（１）採水場所・検査項目数・予定検体数及び検査回数について 

採水場所 検査項目 予定検体数 予定回数 年間検体数 

千駄堀最終処分場跡地周辺住家 １１項目 ４検体 ４回 １６検体 

印ば最終処分場周辺住家(印西市) １１項目 ２２検体 ６回 １３２検体 

日暮最終処分場周辺住家 １１項目 ２検体 ４回 ８検体 

 

  ※ 対象となる住家は変動することがある為、事前に協議して定める。 

 

（２）検査実施時期について 

場 所 項目数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

千駄堀 11   ●   ●   ●   ● 

印 ば 11  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

日 暮 11   ●   ●   ●   ● 

 

※試料採取費・運搬費   

  印ば         ６回 

  千駄堀・日暮     ４回 
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（３）水質検査の内容について 

検査は下記の表に掲げるものについて、水質基準に関する省令（平成十五年五月三十

日厚生省令第百一号）に基づいて、環境大臣が定める方法（平成十五年七月二十二日厚

生省告示第二百六十一号）で行うものとする。 

番号 項     目 11 項目 

１ 一般細菌 ● 

２ 大腸菌 ● 

３ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ● 

４ 塩化物イオン ● 

５ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ● 

６ ｐＨ値 ● 

７ 味 ● 

８ 臭気 ● 

９ 色度 ● 

10 濁度 ● 

11 亜硝酸態窒素 ● 

 

（４）検査結果の報告について 

採水後、検査結果について報告書を２部作成し、２週間以内に市へ提出すること。 

     

６ その他注意事項 

（１）採水を行う技術員の名簿を作成し、提出すること。 

（２）検体数は予定数であり、状況によって変動することがある。 

（３）採水をする技術員は、名札を着用し、各住家において身分証を提示して、住人の了解

を得てから採水を行うこと。 

(４) この業務にて得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成十五年五月三十

日法律第五十七号）により取扱うものとする。 

（５）この仕様書は本業務の大要を示すものであり、業務上当然履行しなければならない事

項については、この仕様書に記載されていない場合でも、監督職員と協議のうえ履行す

るものとする。 
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千駄堀最終処分場周辺住家

日暮最終処分場周辺住家

① 松戸市内案内
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印ば最終処分場

印ば最終処分場周辺住家

② 印ば最終処分場周辺案内図
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